
　科目等履修生で、学部学生時代の不合格だった科目の再試験を受けたい、との要望
について以下のとおり回答します。
　まず、再試験は工学部規程第１９条に定められているとおり、必ずしも実施される
ものではなく、各担当教員の裁量によります。この点、ご承知おきください。
　履修科目が不合格だった場合の再試験は同一身分を有しているときのみ受験が可能
です。
　成績は学部学生と科目等履修生の身分毎に管理されますので、科目等履修生が学部
学生時代に不合格だった授業科目の再試験を受けることはできません。
科目を履修している各身分を喪失したときは、再試験受験の権利も同時に喪失しま
す。学部学生と科目等履修生は学籍が異なりますので、異なる身分の履修科目につい
て、再受験はできません。
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